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１．当該医療機関の実績値（赤枠内を入力すること）
①総実施件数

（※１）
入院実施件数

（※１）
外来実施件数

（※１）
外来実施率

(※２)
②全病院における

外来実施率

Ｋ０３０　四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術　７
手軟部腫瘍摘出術

0 0 0 0.0% 47.3%

Ｋ０７０　ガングリオン摘出術　１　手部ガ
ングリオン摘出術

0 0 0 0.0% 61.9%

Ｋ０９３－２　手根管開放手術（内視鏡下） 0 0 0 0.0% 60.1%

Ｋ２０２　涙管チューブ挿入術　１　涙道内
視鏡を用いるもの

0 0 0 0.0% 84.4%

Ｋ２１７　眼瞼内反症手術　２　皮膚切開法 0 0 0 0.0% 43.2%

Ｋ２１９　眼瞼下垂症手術　１　眼瞼挙筋前
転法

0 0 0 0.0% 37.3%

Ｋ２１９　眼瞼下垂症手術　３　その他のも
の

0 0 0 0.0% 53.5%

Ｋ２２４　翼状片手術（弁の移植を要するも
の）

0 0 0 0.0% 59.4%

Ｋ２５４　治療的角膜切除術　１　エキシマ
レーザーによるもの（角膜ジストロフィー又
は帯状角膜変性に係るものに限る。）

0 0 0 0.0% 66.7%

Ｋ２６８　緑内障手術　６　水晶体再建術併
用眼内ドレーン挿入術

0 0 0 0.0% 26.8%

Ｋ２８２　水晶体再建術　１　眼内レンズを
挿入する場合　 ロ　その他のもの

0 0 0 0.0% 22.6%

Ｋ６１６－４　経皮的シャント拡張術・血栓
除去術　１　初回（※３）

0 0 0 0.0% 67.0%

Ｋ６１６－４　経皮的シャント拡張術・血栓
除去術　２　１の実施後３月以内に実施する
場合

0 0 0 0.0% 63.2%

Ｋ６１７　下肢静脈瘤手術　２　硬化療法
（一連として）

0 0 0 0.0% 89.6%

Ｋ６１７－４　下肢静脈瘤血管内焼灼術 0 0 0 0.0% 24.9%

Ｋ６１７－６　下肢静脈瘤血管内塞栓術 0 0 0 0.0% 31.3%

Ｋ７２１　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除
術　１　長径２センチメートル未満

0 0 0 0.0% 68.6%

Ｋ７４３　痔核手術（脱肛を含む。）　２
硬化療法（四段階注射法によるもの）

0 0 0 0.0% 29.5%

Ｋ７４７　肛門良性腫瘍、肛門ポリープ、肛
門尖圭コンジローム切除術（肛門ポリープ切
除術に限る。）

0 0 0 0.0% 17.6%

Ｋ７４７　肛門良性腫瘍、肛門ポリープ、肛
門尖圭コンジローム切除術（肛門尖圭コンジ
ローム切除術に限る。）

0 0 0 0.0% 51.7%

Ｋ８２３－６　尿失禁手術（ボツリヌス毒素
によるもの）

0 0 0 0.0% 53.1%

計（総実施件数が12件以上のものに限る） 0 0 0 0.0% -

↑③ ↑④

２．計算結果

外来移行指数※４
（④/（手術毎の②×①/③）の総和)

カットオフ値

判定

短期滞在手術等基本料の注３における外来実績指数

0.000

1.3
カットオフ値未満



令和８年５月31日以前

Ｋ０３０ 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術 ２ 手、
足（手に限る。）

Ｋ０７０ ガングリオン摘出術 １ 手、足、指
（手、足）（手に限る。）

Ｋ０９３－２ 関節鏡下手根管開放手術

Ｋ０３０ 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術 ７ 手軟
部腫瘍摘出術

Ｋ０７０ ガングリオン摘出術 １ 手部ガング
リオン摘出術

Ｋ０９３－２ 手根管開放手術（内視鏡下）

令和８年６月１日以降

※１　総実施件数、入院での実施件数及び外来での実施件数については、直近１年間の実績を記載すること。また、令和８年５月31日以前の実績の計算に
あっては、令和８年５月31日以前の手術料により、令和８年６月１日以降の実績の計算にあっては、令和８年６月１日以降の手術料により計算すること。な
お、例えば「Ｋ２８２　水晶体再建術　１　眼内レンズを挿入する場合　 ロ　その他のもの」について、１度の入院で両眼の手術を実施した場合は、１件
として計算する。
※２　総実施件数が12件未満の場合、外来実施率は０となる。
※３　「Ｋ６１６－４ 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 １ 初回 イ 透析シャント閉塞又は高度狭窄の場合」及び「Ｋ６１６－４ 経皮的シャント拡張
術・血栓除去術 １ 初回 ロ その他の場合 」を指す。
※４　外来移行指数は、当該保険医療機関における入院手術対応加算の対象手術（当該保険医療機関における実施件数が年間12件以上のものに限る。以下同
じ。）の外来実施率を、対象手術毎の全病院における外来実施率に当該保険医療機関の対象手術毎の患者構成割合を乗じたものの総和で除した値。（④/
（手術毎の②×①/③）の総和)
※５　なお、当該保険医療機関の対象手術毎の患者構成割合は、当該保険医療機関における当該対象手術の実施件数を、当該保険医療機関において外来実施
率の計算の対象とした対象手術の実施件数の総和で除して算出する。

（参考）令和８年度診療報酬改定により名称等に変更があった手術


